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Ⅰ 総括事項 

１ 適用 

  本仕様書は、「令和７年度 脱臭装置活性炭交換工事（軽井沢西処理区）」に適用する。 

 

２ 工事範囲 

  本工事の施工範囲は、後述する「Ⅱ工事内容」のとおりとする。 

 

３ 工事箇所 

  北佐久郡軽井沢町長倉4861番地１ 軽井沢西浄化センター  

 

４ 活性炭仕様   

種類 

項目 

酸性ガス吸着用 

活性炭（新炭） 

アルカリ性ガス吸着用 

活性炭（新炭） 

中性ガス吸着用 

活性炭（新炭） 

炭 種 石炭系/ヤシ殻系 石炭系/ヤシ殻系 石炭系/ヤシ殻系 

形 状 破砕 破砕 破砕 

粒 度 4～8mesh 95％以上 4～8mesh 95％以上 4～8mesh 95％以上 

吸着性能 現行使用品（スターコー

ル Y-AC・A）同等以上と

する。 

現行使用品（スターコー

ル Y-AC・A）同等以上

とする。 

現行使用品（スターコー

ル Y-AC・N）同等以上

とする。 

納入量 325ｋｇ 400ｋｇ 325ｋｇ 

   活性炭の交換前に活性炭の形状・性能が明示された資料を書面にて提出すること。発注者

が必要と認めた場合は、納入される活性炭を発注者の定める方法により、受注者が検査を行

うものとする。 

   なお、これらの検査等に要する一切の費用は受注者の負担とする。 

 

５ 提出書類 

（１） 受注者は、以下の書類を提出しなければならない。 

  ア 現場代理人、主任技術者等の指定通知    契約後５日以内   １部 

  イ 現場代理人、主任技術者経歴書          契約後５日以内   １部 

  ウ 工程表                             契約後５日以内   １部 

  エ 着手届                             契約後１０日以内  １部 

  オ 施工計画書                            契約後速やかに   １部 

  カ 施工協議書                            協議の都度     １部 

  キ しゅん工届                しゅん工日までに  １部 

  ク 報告書                            しゅん工日までに  ２部 

   (ア) 入替実施内容 

   (イ) 工事記録（作業日報） 

   (ウ) 納入品一覧表 

   (エ) 工事写真 

   (オ) 施工協議書 

   (カ) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（写し） 

(キ) その他報告として必要な資料、図面等 



  ケ その他必要なもの                    その都度      １部 

（２）工事写真は各箇所、段階について同場所より撮影し、特に工事後目視できなくなる場所に

ついては入念に撮影する。なお、デジタルカメラの使用を認めるものとする。 

（３）工事記録は日報形式（様式は任意とする。）とし、日付、天候、作業人員、作業箇所及び作

業内容を記入する。 

（４）提出書類の規格はしゅん工図を除きＡ４版とする。 

 

６ 検査 

  しゅん工検査は、現地における立会検査及び修繕工事報告書等書類検査とする。 

  なお、立会検査において必要となる測定機器類は受注者の負担とする。 

 

７ 保証期間 

  引き渡し完了日から起算して２年間を保証期間とする。この間に受注者の責による不具合又

は支障が生じた場合は、受注者は自己の負担で発注者が承認した方法及び期間内において活性

炭の入れ替え等を行うこととし、再使用開始後２年間を更に保証期間とすること。 

 

８ 適用規格 

  本仕様書に記載のない事項は次によるものとする。 

 （１） 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編・電気設備工事編）（国土交通省） 

 （２） 土木工事共通仕様書（長野県） 

 （３） 機械工事施工管理基準（国土交通省総合政策局） 

 （４） その他関連法令・規格 

 

９ 工具類 

  工事に必要な工具類は、全て請負者にて用意すること。 

 

10 注意事項 

  本仕様書は、仕様の要領のみを記載するものであるから、施工に当たっては仕様書に記載の

ない事項であっても必要な事項は当然満足するものとする。 

  本工事の施工に当たり疑義を生じた場合は、発注者と請負者にて協議するものとし、請負者

の一方的な解釈によってはならない。 

 

Ⅱ 工事内容 

１ 対象設備 

  管理棟地下２階 脱臭装置 活性炭吸着塔 

 

２ 作業内容 

（１）活性炭入替前の吸着塔の差圧及び風量（風速からの換算値も可）、脱臭ファンの電流値を確

認、記録する。 

（２）活性炭カートリッジを取り出し、活性炭を吸引車にて抜き取り、回収する。吸着塔、カー

トリッジ等の腐食、損傷等について点検を行う。カートリッジ下部パッキンについては必ず

交換する。 



（３）屋外にてカートリッジに活性炭を充填し、吸着塔内部を清掃した上で、カートリッジを吸

着塔に納める。各カートリッジ間は、パッキンによる気密性が保たれていることを確認する。 

（４）活性炭入替後の吸着塔の差圧及び風量を測定し、所定の風量が得られるようにダンパーの

調整を行い、調整後の差圧、風量、脱臭ファンの電流値を確認、記録する。 

（５）入替後の活性炭の銘柄、品番及び入替年月日を、カートリッジの側面（活性炭脱臭設備の

扉を開いた際に見える面）及び活性炭吸着塔側面に印刷テープ等で表示する。 

（６）入替作業により回収した使用済み活性炭は産業廃棄物として運搬及び処分を適正に行うこ

と。また、納品の際に発生する紙袋等、入替作業時の廃棄物及び残材等は、関係法令に従い

適切に処分すること。 

 

３ その他 

（１）受注者は、作業の安全に留意し、労働安全衛生関係法規を遵守して災害の防止に万全を

期すこと。 

（２）業務を行う場合は、他の工作物に支障を与えないよう実施すること。なお、万一他の工

作物等に支障を来した場合は、受注者の責により改善すること。 

（３）業務に使用する工具、測定器等に要する費用は受注者の負担とする。ただし、処理場内

の電源及び現場に設置されている吊り上げ装置等、本業務を行うにあたり必要な現場設置

設備は使用可能とする。 

（４）業務を実施する過程で発見された設備等の不具合については、その都度発注者に報告し

、指示を受けること。なお、必要な場合は、その修繕方法を検討し報告するものとする。 

（５）本特記仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又は示されていない事項について

は発注者と受注者で協議して定めるものとする。 

 

 


